
北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務仕様書 

 

 

第１ 共通事項 

 １ 目的 

   この仕様書は、北見地方合同庁舎の建物及び附帯施設の安全維持並びに良好な環境の保持 

と施設の円滑な運営を図るため、受注者（以下「乙」という。）は、各業務の遂行にあたっ 

て、北海道農政事務所（以下「甲」という。）及び合同庁舎入居官署（以下「入居官署」と 

いう。）の業務を十分理解し、その円滑な運営に支障をきたすことのないように誠実に実施 

するとともに、来訪者等の施設利用者にとって快適な施設利用となるように努め、これらの 

施設等を適正に管理することを目的とする。 

 

 ２ 対象 

  （１）履行場所 

        北海道北見市青葉町６番８号 

        北見地方合同庁舎及び構内 

     （敷地：4,984.78 ㎡ 庁舎：地上３階・塔屋２階、延べ3,613.83 ㎡ 車庫：地上１ 

階、342.20㎡ 受水槽室：地上１階、24.75㎡） 

  （２）入居官署 

     農林水産省北海道農政事務所北見地域拠点 

     財務省北海道財務局北見出張所 

     厚生労働省北海道労働局北見労働基準監督署 

     厚生労働省北海道労働局北見公共職業安定所 

  （３）期間 

     令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

 ３ 業務の範囲 

  （１）業務の範囲は次のとおりとし、詳細は本仕様書「第２ 各業務別仕様書」によるもの 

とする。 

   ア）巡回等業務 

   イ）設備等運転保守点検業務 

   ウ）環境整備業務 

エ）法定点検業務 

  （２）本仕様書に記載のない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保 

全業務共通仕様書（令和５年版）」によることとする。 

  （３）本業務の指示系統 

本業務の実施に当たっては、「第２ 各業務別仕様書」に毎日実施する旨を記載して 

いるものを除き、甲が指定する本業務を監督する職員（以下「監督職員」という。）か 



ら乙が選任する本業務履行のための責任者（以下「業務責任者」という。）へ指示し、 

業務責任者は、本業務を実施する者（以下「業務担当者」という。）に指示するものと 

する。 

ただし、緊急時等に限って、業務責任者を経由することにより本業務の実施に支障が 

生ずると監督職員が判断した場合は、この限りではない。 

  （４）災害時の業務継続措置 

     乙は、地震、風水害、大雪その他の天災地変、又はこれに準ずる災害により使用人の配

置が困難となった場合においても、可能な限り甲に対し電話、メールその他の手段によ

り対応すること。 

（５）本業務に関連する別契約及び時期 

本業務のほか、以下に示す業務を甲が別途契約するため、関連する業務について連携

を図ること。 

ア）北見地方合同庁舎機械警備請負業務 通年 

イ）北見地方合同庁舎清掃業務 通年 

ウ）北見地方合同庁舎除排雪業務 冬期間 

  （６）本仕様書は、各業務の大綱を示したものであり、明記していない業務であっても、甲 

又は監督職員が目的達成のために必要と認めた業務は、指示により行うこととする。 

なお、追加となった業務の費用負担は、契約書第12条に基づき、甲乙協議してこれ 

    を定める。 

 

 

４ 業務時間 

  （１）行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63年法律第 91号）第１条第１項

各号に掲げる日をいう。以下「休日」という。）を除く日の午前７時から午後５時59分

までとする。（仕様書に別途記載があるものを除く。） 

なお、上記拘束時間内において業務に支障のない範囲で、３時間の休息時間を確保す

るものとする。 

  （２）業務の目的達成のため、（１）の時間外に作業を行う必要が生じた場合は、監督職員へ

その旨連絡協議の上、実施するものとする。 

なお、乙は甲に対して当該業務の対価の請求をしないものとする。 

 

 ５ 責務 

（１） 法令の遵守 

乙は、この業務の遂行にあたって、「北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務請負契

約書（以下「契約書」という。）によるほか、労働基準法（昭和 22年法律第 49号）、

労働安全衛生法（昭和47年法律第 57号）、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第

50号）、職業安定法（昭和22年法律第 141号）、建築物における衛生的環境の確保に

関する法律（昭和 45年法律第 20号）、消防法（昭和 23年法律第 186号）、その他関係



法令を遵守し、業務担当者への適切な就業環境と労働条件の確保及び施設の安全と良好

な環境の保持に努めなければならない。 

  （２）信用失墜行為の禁止 

     乙は、甲及び入居官署並びに来庁者への信用を失墜する行為をしてはならない。 

（３）業務担当者の明確化 

     乙は、本業務の実施に先立って、業務担当者に業務を実施するに適した統一された服 

装及び名札の着用をさせなければならない。 

  （４）業務担当者への指導教育 

     乙は、本業務を実施するために必要な教育訓練を実施する等、円滑な業務確保に努め 

    ることとする。 

 

 ６ 費用負担区分 

   契約書第９条第５項に定める負担区分は、別添「第３ 費用負担一覧」によるものとする。 

なお、「第２ 各業務別仕様書」に定める業務の履行に必要な消耗品・器具の類いは、甲 

が用意する。 

 

 ７ 報告 

  （１）業務責任者及び業務担当者報告 

  乙は、契約書第５条及び第７条に基づく甲への通知について、本仕様書に定める所定の

様式（様式１）によるものとする。 

     また、乙は甲への通知の際に、選任された業務責任者及び業務担当者の顔写真及び略 

歴、業務遂行に必要な資格等がわかる資料を当該通知に添付するとともに、災害・事故 

発生時の連絡表を添付することとする。 

  （２）持込品及び借受品リスト 

     乙は、本業務にかかる持込品及び甲より借受ける物品について、一覧表を作成し、監 

督職員へ通知するものとする。 

     なお、様式は本仕様書に定める所定の様式（様式２）とする。 

  （３）業務管理日誌 

     業務担当者は、日毎に作業内容を記録し、業務責任者を経由し、監督職員へ提出する 

ものとする。なお、様式は本仕様書に定める様式（様式３）とする。 

     業務担当者は、運転・監視及び日常点検・保守の状況のほか、本業務で確認・実施し 

た事項を業務管理日誌に記載しなければならない。 

 なお、不具合等を発見した際は発生時の状況、応急措置の有無を、速やかに監督職員

に報告し、業務管理日誌に記載しなければならない。 

  （４）業務完了通知書 

     乙は、毎月の業務が完了した場合、速やかに業務完了報告書を提出し完了検査を受ける

ものとする。 

     なお、様式は本仕様書に定める所定の様式（様式４）とする。 

 



 

８ 環境負荷低減に向けた取組 

  （１）環境関係法令の遵守 

     乙は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 

     ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第137号） 

・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第 117号） 

・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平

成 19年法律第 56号） 

  （２）環境関係法令の遵守以外の事項 

     乙は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終

報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、みどりチェック実施状況報告書

（様式６）として提出すること。なお、全ての事項について「実施した／務めた」又は

「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア～カの各項目について、一

つ以上「実施した／務めた」にチェックを入れること。 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適正な整備及び管理並びに作業安全に努める。 

  



第２ 各業務別仕様書 

Ⅰ 巡回等業務 

 

１ 目的 

  北見地方合同庁舎の円滑な運営を図るため、庁舎内、敷地内の施錠管理を主体とした安全の確

保を目的とする。 

 

２ 業務担当者 

  合同庁舎既設の設備（自動ドア・空調・暖房設備・消防設備・エレベーター等）の基本的な 

操作ができること。 

 

３ 業務内容 

 （１）施錠管理 

    次に示す施錠管理が必要な箇所について、毎日定められた時刻に開錠又は施錠すること。 

また、庁舎外からの不法侵入等の痕跡確認及び共用部の運用管理を行う。 

なお、以下に示す時刻は目安であり、業務の都合により多少前後しても差し支えない。 

    ア）職員玄関（北４条通側・車庫側）（開錠：7:00） 

    イ）正面玄関（自動ドア）（開錠：7:00、施錠 17:45） 

    ウ）廃棄物処理室（開錠：7:00、施錠 17:45） 

    エ）機械室（開錠：7:00、施錠 17:45） 

    オ）庁舎施設・設備等の損傷及び庁舎外から侵入痕跡確認（早朝） 

    カ）屋上及び各階共用部窓施錠確認 

    キ）車庫シャッター閉扉確認 

    ク）共用会議室等の施錠管理 

 （２）駐車場管理 

    侵入防止区域を設ける必要がある場合は、チェーン又はコーンにより必要最小限度の区割

りを実施する。 

 （３）国旗掲揚 

    甲又は入居官署から要請があった場合は、要請内容に基づく方法により掲揚する。 

 （４）新聞等の各官署配付作業 

    入居官署契約の新聞（朝夕刊）を毎日各官署へ持参配付すること。 

 （５）緊急誘導 

    業務時間内に災害等発生の際は、機械警備業務による警備会社所属の警備員及び入居官署

の災害対策担当者に協力し、避難誘導等の補助を行う。 

 （６）その他 

    本仕様書に明記していない業務であっても、甲が目的達成のため必要と認めた業務は、 

指示により行うこととする。 

 

 



４ 費用負担区分 

  別添「第３ 費用負担一覧」のとおり 

 

  



Ⅱ 設備等運転保守点検業務 

 

１ 目的 

  北見地方合同庁舎を常に良好な状況に保つため、暖房機のほか庁舎設置の設備(以下「諸設

備」という。）に関し、諸設備の能力を最大限に引き出すよう最善の努力を払い、これを維持

管理するとともに、故障・事故を未然に防止することを目的とする。 

 

２ 資格 

本業務は、危険物（消防法第２条第７項に定められた物品（重油・軽油等））を取扱う業務

を含むため、業務責任者若しくは業務担当者のいずれかが、国家資格（「乙種第４類危険物取

扱者」同等以上）の資格を有すること。 

当該危険物取扱者をもって、「北見地区消防組合危険物の規制に関する規則」第 10条に定め

られた危険物取扱者とし、管理者への氏名報告に同意すること。 

 

３ 業務担当者 

  諸設備に精通し、軽微な部品交換・修理等ができる者であること。 

 

４ 業務内容 

  次の庁舎既設の設備について、運転・監視及び日常点検・保守を行う。 

なお、次に示す各設備ごとの運転開始時間はおおよその実施時間を示す。 

  また、甲の発注により施工される工事、定期検査等の保守及び北海道財務局・北海道開発局 

（地方出先機関含む）が実施する庁舎検査・視察等について立会を行うとともに、これに協力 

する。 

（１）照明設備 

    別図１に示すフロア毎に毎日、次の操作を行う。なお、蛍光灯に不具合を発見した場合

は、速やかに交換する等の措置を講ずる。 

   ア）１階フロア（湯沸室は除く） 

    ・照明点灯（午前７時００分） 

    ・照明消灯（午後５時４５分） 

   イ）２階フロア（湯沸室は除く） 

    ・照明点灯（午前７時００分） 

    ・照明消灯（午後５時４５分）ただし、中央ホール右側半分のみ。 

   ウ）３階フロア（湯沸室は除く） 

    ・照明点灯（午前７時００分） 

    ・照明消灯（午後５時４５分） 

 （２）暖房設備等 

    既設の暖房機（ネポン（株） PU-2003AS 2008 年製 、PU-3003A 2022 年製 A重油燃料)

及び送風機（床置形×2機）の次に示す操作、点検及び次に定める周期で部品交換を行う。 

 



清掃、部品交換等により復旧できない場合は、監督職員と協議の上、応急措置及び対応措

置を実施する。 

    危険物を取扱う場合は、「２ 資格」に定める危険物取扱者が実施するか、又は同危険物

取扱者が立会いを行う。 

    また、休日の運転については、適宜、監督職員と協議する。 

   ア）暖房設備 

    ・１階既設の操作盤により毎日点火（午前７時 30分（冬期間：開始・終止の時期は監督

職員から指示する。）） 

    ・各入居官署事務室内温度計（５箇所／日）・外気温確認（それぞれ１日３回）及び火力

調整 

    ・設備付属の油ゲージと当日の重油使用量により重油残量を毎日確認するとともに、

2,000L 未満となった場合の監督職員への連絡 

    ・甲が別途契約する始業時等の点検の立会（毎年９月頃） 

    ・清掃用具による油ゲージの清掃（３ヶ月に１回） 

    ・揚水ポンプ（電動式）による重油配管桝の水抜き（毎月） 

   イ）送風機及び煙道 

    ・送風機本体及び１階既設の操作盤により異常の有無の確認（毎日） 

    ・送風機の所定の項目に係る検査（10月） 

    ・清掃用具による煙道の清掃（10月） 

    ・エアフィルターの交換（２週間毎） 

    ・チューブグリスを用いた送風機モーターの注油（２ヵ月毎） 

（３）受水槽、揚水ポンプ 

    受水槽室棟設置の受水槽（三菱樹脂インフラテック（株） GSH型 2017 年製 容量 9t）、

塔屋設置の高架水槽（三菱樹脂インフラテック（株） GSJ型 2017年製 容量 1.6t）、塔屋

設置の消火用充水タンク（八条工業（株） TF-200 容量 100L）（以下、「受水槽等」とい

う。）及び受水槽室棟設置の揚水ポンプ（（株）川本製作所 GE 405M2ME0.75 2017 年製）

を次に示す点検等を毎日行うとともに不具合を発見した場合は、監督職員へその旨連絡す

る。 

   ア）計器目視による受水槽等の水量の確認及び給水措置 

   イ）揚水ポンプ付属の揚水モーターの動作確認及び不具合発見時応急措置 

   ウ）受水槽等の水漏れ確認、不具合発見時の応急措置及び清掃 

 （４）電気設備ほか 

    既設操作パネルによりキュービクル式直流電源装置（中山技術コンサルタント（株）屋内

用 CB型 2010 年製）、蓄電池（（株）GSユアサ MSE-50-12）、防災用自家発電装置（ヤン

マーエネルギーシステム（株） AP130A 2003年製）の次に示す異常確認及びエレベーター

機械室・電機室設置の斜流送風機（荏原テクサーブ（株） FS-1、FE-1）の点検等を毎日行

うとともに、不具合発生を確認したときは監督職員と応急措置及び対応措置について協

議・実施する。 

   ア）別図４の電気室内の異常音、異臭の有無を確認及び異常時の監督職員への報告、措置 



   イ）洗剤による斜流送風機フィルター洗浄（６ヶ月毎） 

   ウ）斜流送風機フィルターの交換（計２枚 ６ヶ月毎） 

 

 （５）屋外排水設備 

    目視により別図５に示す排水設備の詰まり等を冬期間を除く毎日確認し、異物等を発見し

た場合は、次に示す方法により清掃する。清掃等で目詰まりの改善が見込めない場合は、

監督職員と応急措置及び対応措置について協議・実施する。 

    なお、作業により除去した廃棄物等は適切に処理する。 

   ア）車庫及び庁舎屋上の排水溝は、手作業により排水口付近の落ち葉等を除去する。ただ

し、手作業で除去できない場合及び排水溝内に侵入した異物により排水に支障があると

判断される場合は、監督職員へその旨連絡する。 

   イ）敷地内の排水溝は、清掃用具により、これを除去する。 

 （６）災害発生時の設備等確認 

    地震・火災等の災害が沈静化後、庁舎の危険確認及び各設備の動作確認を行い、その状況

を監督職員へ報告するとともに日誌に記載する。庁舎に危険な箇所を発見した場合は、監

督職員と協力し、立入禁止等の措置をする。また不具合の発生した設備がある場合は、監

督職員と対応策を協議し、応急措置が可能な設備については、可能な範囲で措置を講ず

る。 

 （７）その他 

    本仕様書に明記していない業務であっても、甲が目的達成のため必要と認めた業務は、指

示により行うこととする。 

 

５ 費用負担区分 

 別添「第３ 費用負担一覧」のとおり 

 

  



Ⅲ 環境整備業務 

 

１ 目的 

  北見地方合同庁舎の円滑な運営を図るため、庁舎内及び敷地内の衛生・環境整備を目的とす

る。 

 

２ 業務担当者 

  北見市のゴミ分別に関する知識を有し、除雪・除草等に対応可能なこと。 

 

３ 業務内容 

 （１）清掃 

    正面玄関前は、毎日、来庁者の到着前にほうきにより清掃すること。駐車場及び敷地内に

ゴミを発見した際は、これを撤去する。 

 （２）廃棄物 

    廃棄物収納室に集積された事業系一般廃棄物の分別を毎日確認し、収集業者による円滑な 

収集が可能な状態を維持する。また、入居官署から産業廃棄物の搬出があった場合は、別図 

５に示す位置に仮保管の上、監督職員へ廃棄依頼を行う。 

 （３）除草 

    庁舎周辺の雑草等が環境を害すると監督職員が判断した場合は、指示に基づいて実施す 

る。また、刈取った草等の廃棄物はこれを除去し、適切な廃棄処理を行う。 

（２回／年（夏期）） 

 （４）除雪 

    毎日業務開始時に別図５に示す位置において堆積した雪がある場合若しくは日中の降雪 

により別図５位置以外の場所を含め除排雪業務請負業者の到着前に除雪が必要と監督職員 

が判断した場合は、指示により除雪を行う。 

    また、庁舎及び車庫屋上等の雪庇が地上へ落下する危険がある場合は、監督職員と協議 

の上、これを除去する。 

 （５）衛生消耗品交換 

    清掃業務請負業者不在時に庁舎利用者等から衛生消耗品の補充等の申出があった場合 

は、速やかに対処する。 

 なお、様式５により本消耗品の管理を行うこととする。 

 （６）その他 

    本仕様書に明記していない業務であっても、甲が目的達成のため必要と認めた業務は、 

指示により行うこととする。 

 

４ 費用負担区分 

  別添「第３ 費用負担一覧」のとおり 

 

 



Ⅳ 法定点検業務 

 

１ 目的 

  特定建築物である北見地方合同庁舎において、「水道法」及び「同法施行令」並びに「同法施

行規則」、「水質基準に関する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」及び

「同法施行令」並びに「同法施行規則」に基づき、衛生的な環境の確保を図るために実施すること

を目的とする。 

 

２ 業務実施者 

  以下の業務に関する資格・技能・知識を有していること。 

法定点検業務については、資格等を有する第三者に再請負することができるものとする。ただ

し、事前に書面により甲の承諾を得ること。なお、再委託の有無にかかわらず、乙は業務遂行に

関する一切の責任を負うものとする。 

 

３ 業務内容 

 （１）貯水槽清掃 

    本業務については貯水槽（受水槽・高架水槽）の清掃及び水質検査（以下に掲げる項目の

み実施）並びに残留塩素の測定を実施する。 

ア）貯水槽の仕様 第２のⅡの４（３）に示す貯水槽 

イ）実施時期 令和８年９月30日までの休日とする。 

ウ）一般事項 

・作業は、健康状態の良好な者が実施すること。 

・作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。また、作業にあたって

は、作業が衛生的に行われるようにすること。 

・タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。 

・受水槽及び高架水槽の清掃は同一の日に行うこと。 

エ）注意事項 

・高架水槽の清掃は、受水槽の清掃を行った後に行うこと。 

・タンク内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し、洗浄する

こと。また、壁面等に附着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行

うこと。     

・洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う

こと。 

・清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらい錆等がタンク内に流入しない

ようにすること。 

オ）消毒作業について 

・清掃終了後、塩素剤を用いて２回以上タンク内の消毒を行うこと。 

・消毒薬は、有効塩素濃度 50～100mg/Lの次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等

以上の消毒能力を有する塩素剤を用いること。 



・消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を

利用して噴霧により吹付けるか、ブラシ等を利用して行うこと。 

・消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排除すること。 

・消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する措置を講じること。 

カ）水張り作業について、消毒後の水洗い及びタンク内への上水の注入は、消毒終了後

少なくとも 30分以上経過してから行うこと。 

キ）清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水

道法等の規定に基づき、適切に処理すること。 

ク）タンクの水張り終了後、給水栓及びタンク内における水について、以下の項目にお

ける水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。 

・水質検査項目及び検査方法 

        （検査項目） 

        ①色度、②濁度、③臭気、④味 

         （検査方法） 

           ・水質基準に関する省令に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法とす

る。 

・残留塩素の測定方法は、原則として DPD法とする。 

ケ）作業終了後、速やかに業務の結果を報告すること。 

なお、必要に応じ劣化状況等を示す写真等を提出すること。 

 

 （２）排水管清掃 

    本業務については排汚水管の清掃を実施する。 

(排汚水管等の数量及び実施場所については別表１・２及び別図６・７のとおり。） 

ア）実施時期 年２回実施することとし、第１回目は令和８年５月、第２回目は令和８

年 11月のそれぞれの休日に実施すること。 

イ）一般事項 

・蚊、ハエ等の発生の防止に努め清潔を保持すること。 

・除去物質の飛散防止、悪臭発散の防止、消毒等に配慮するとともに、作業中の事故

防止に留意すること。 

・清掃に用いる照明器具は防爆形で、作業に十分な照度が確保できるものとするこ

と。 

・清掃に薬品を用いる場合には、終末処理場又はし尿浄化槽等の機能を阻害すること

のないよう留意すること。 

ウ）流入管に附着した物質並びに排水管及び通気管の内部の異物を除去し、必要に応

じ、消毒等を行うこと。 

エ）清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、法令に基づき適切に処理すること。 

オ）清掃終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水のないことを確認する

こと。 

カ）排汚水管の清掃方法について 



 ・排汚水管については、高圧洗浄機器及び溶解・除去機器等を用いて清掃を行うこ

と。 

・その他現場の状況を判断し、清掃方法を決定すること。 

キ）作業終了後、速やかに業務の結果を報告すること。 

また、作業時に配管の損傷が確認された場合は、速やかに監督職員に報告するとと

もに応急処置を行うこと。 

なお、必要に応じ劣化状況等を示す写真等を提出すること。 

 

 （３）飲料水水質検査業務 

本業務については、飲料水における水質検査を実施する。 

(水質検査項目は別表のとおり。） 

ア）実施時期は年２回とし、28項目の検査については契約日から令和８年10月 31日まで 

の間に、11項目の検査については令和９年１月４日から令和９年３月31日までの間に 

実施すること。 

イ）一般事項 

・水質検査は「水道法」及び「同法施行令」並びに「同法施行規則」、「水質基準に関

する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」及び「同法施行令」並

びに「同法施行規則」に定めるところによるものとする。 

・地方自治体が定める条例等がある場合は、その定めるところによるものとする。 

・給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止

し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させるものとする。 

ウ）水道水の水質検査について 

・水質基準に関する省令に定める表に掲げる事項（28項目又は 11項目）について同令別

表に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法で実施すること。 

・採水箇所は給水配管末端部の水栓とすること。 

エ）検査記録について 

・水質検査に関しては、採水の日時及び場所、検査の日時、検査の結果、実施者及び方 

法等を記録すること。 

 

 （４）ねずみ・昆虫等防除業務 

    本業務については、衛生的な環境の確保を図るために実施するものである。 

(実施場所については別表３及び別図８のとおり。） 

ア）実施時期は年２回とし、第１回目は令和８年９月、第２回目は令和９年２月のそれぞ 

れの休日に実施すること。 

イ）防除作業について 

・害虫の発生しやすい場所は念入りに噴霧すること。 

・ロッカー・棚等の中及び下は、特に注意をして噴霧すること。 

・使用薬品はピレスロイド系残効性液体とし、次の薬品又は同等の効果及び性能を有す 

る薬品とすること。 



   （メーカー名：シーバイエス） 

      （薬 品 名：トータルキラーエクストラＳ） 

 

 （５）その他 

    本仕様書に明記していない業務であっても、甲が目的達成のため必要と認めた業務は、 

指示により行うこととする。 

 

４ 費用負担区分 

  別添「第３ 費用負担一覧」のとおり 

 

  



別表 

 

飲料水水質検査業務 

 

 

検査項目（実施期間） 

 

２８項目 

契約日～ 

令和８年 10月 31日 

１１項目 

令和９年１月４日～ 

令和９年３月31日 

１ 一般細菌 ○ ○ 

２ 大腸菌 ○ ○ 

３ 亜硝酸態窒素 ○ ○ 

４ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○ 

５ 塩化物イオン ○ ○ 

６ 有機物（全有機炭素量（ＴＯＣ）） ○ ○ 

７ ｐＨ値 ○ ○ 

８ 味 ○ ○ 

９ 臭気 ○ ○ 

10 色度 ○ ○ 

11 濁度 ○ ○ 

12 鉛及びその化合物 ○  

13 亜鉛及びその化合物 ○  

14 鉄及びその化合物 ○  

15 銅及びその化合物 ○  

16 蒸発残留物 ○  

17 シアン化物イオン及び塩化シアン ○  

18 塩素酸 ○  

19 クロロ酢酸 ○  

20 クロロホルム ○  

21 ブロモホルム ○  

22 ブロモジクロロメタン ○  

23 ホルムアルデヒド ○  

24 ジクロロ酢酸 ○  

25 ジブロモクロロメタン ○  

26 臭素酸 ○  

27 総トリハロメタン ○  

28 トリクロロ酢酸 ○  

 

  



第３ 費用負担一覧 

負  担  項  目 甲 乙 

１ 機械警備セキュリティカード  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

２ 業務に必要な光熱水 

３ 守衛室（１階正面玄関横）・機械室・既設品（机・椅子

等） 

４ 管理用電話（内線専用） 

５ 設備交換部品・消耗品（雑材を除く） 

  ・蛍光管 

・定期交換フィルター 

・潤滑剤等消耗品 

  ・故障等に伴う交換部品（甲が用意できるもの） 

６ 衛生消耗品 

    ・トイレットペーパー、ゴミ袋、雑巾等 

７ 文房具 

    ・ボールペン、鉛筆、消しゴム、OA用紙等 

８ 作業時に必要な雑材 

    ・ビス、ナット、針金、接着剤、潤滑剤(グリス)等 

９ 作業時に必要な機器・備品、工具、計器類 

    ・脚立、草刈鎌、揚水ポンプ（電動式） 

    ・ドライバー、レンチ等 

・清掃用品、除雪用品、駐車場用品等 

10 廃棄物処分費用 

11 乙用事務機器及び事務用消耗品 

  ・パソコン、複写機、携帯電話等 

  ・FAX（利用の場合は別途外線契約が必要） 

  ・甲が準備したもの以外で必要なもの 

  

 

 

 

 

○ 

12 乙用文房具 

    ・甲が準備したもの以外で必要なもの 

13 作業時に必要な機器・備品、工具、計器類 

    ・甲が準備したもの以外で必要なもの 

14 作業時に必要な雑材・薬品類 

    ・甲が準備したもの以外で必要なもの 

15 作業服、名札及び作業服洗濯費用 

16 業務担当者のスキルアップを目的とした図書等 

注）本一覧表にないもので作業時に必要と判断される物品等の経費負担は、その都度、甲乙協議 

の上決定する。 

  決定した経費負担は、その旨を業務管理日誌に記載する。 



様式１ 

                             令和  年  月  日 

 

業 務 従 事 者 通 知 書 

 

 支出負担行為担当官 
  北海道農政事務所長 宛 
 

 

○○株式会社 
                         代表取締役 ○○ ○○ 
 

 

 業務名  北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務 
 

 上記業務の業務責任者及び業務担当者を下記一覧表により通知します。 
 

記 
 

 所   属 役   職 氏    名 

業務責任者    

 

 

業務担当者 

 

 

   

 

注）・契約締結後、速やかに提出すること。 

・本通知に、顔写真、略歴、業務遂行に必要な資格等がわかる資料を添付すること。 

・記載内容に変更が生じた場合は、その都度速やかに提出すること。 

 

  



様式２ 

                         令和  年  月  日 

 

借 用 品 等 一 覧 表 

 

 北見地方合同庁舎管理官署 
  北海道農政事務所 監督職員 宛 
 

○○株式会社 
                         業務責任者 ○○ ○○ 
 

 業務名  北見地方合同庁舎 庁舎等維持管理業務 
 

 上記業務実施に当たり、下記一覧表記載の施設、備品、物品等について借用しま

す。 

 なお、契約の解除及び期間満了後については、請負契約書第９条に基づき適正に処

理することを約します。 

 

記 
 

品  名  等 単   位 数   量 備   考 
（例）守衛室 

 

 

 

 

室 １  

 

注）・消耗品は除く。 

  ・本通知書に変更が生じた場合は、その都度速やかに提出すること。 

 

  



様式３ 

業務実施者

業務名：北見地方合同庁舎　庁舎等維持管理業務

業務区分

◎その他守衛業務

※新聞等の各入居官署配付作業、来訪者の庁舎案内、掲示物管理、共用会議室管理はそれぞれの野帳に記載

◎点検項目

◎部品等交換

特
記
事
項

監
督
職
員

確認

設
備
等
運
転
保
守
点
検
業
務

環
境
整
備
業
務

ガス設備切替弁・元栓　□　　　　　　　　　　湯沸器（　１階　□　　　２階　□　　　３階　□　）

　外  気 温　　　　　　　　　　　　　　℃
　室内温度

　（　　　　　　　　　　　　職安　　　）　（　９：００：　　　　　　　℃　／　１３：００：　　　　　　　℃　／　１５：００：　　　　　　　℃）
　（　　　　　　　　　　　　職安２　　）　（　９：００：　　　　　　　℃　／　１３：００：　　　　　　　℃　／　１５：００：　　　　　　　℃）
　（　　　　　　　　　　　　労基　　　）　（　９：００：　　　　　　　℃　／　１３：００：　　　　　　　℃　／　１５：００：　　　　　　　℃）
　（　　　　　　　　　　　　農政　　　）　（　９：００：　　　　　　　℃　／　１３：００：　　　　　　　℃　／　１５：００：　　　　　　　℃）
　（　　　　　　　　　　　　財務　　　）　（　９：００：　　　　　　　℃　／　１３：００：　　　　　　　℃　／　１５：００：　　　　　　　℃）

　空調機運転（　　　：　　　　～　　：　　　　）（　　　：　　　　～　　：　　　　）（　　　：　　　　～　　：　　　　）
　暖房機運転（　　　：　　　　～　　：　　　　）（　　　：　　　　～　　：　　　　）（　　　：　　　　～　　：　　　　）

◎施錠管理

　　　職員玄関（　　　：　　　　～　　：　　　　）　　　　　正面玄関（　　　：　　　　～　　：　　　　）

　　　廃棄物処理室（　　　：　　　　～　　：　　　　）　　機械室（　　　：　　　　～　　：　　　　）

　　　車庫シャッター　□　　　　屋上及び共用部窓　□　　　　庁舎外周確認　□

業　　務　　管　　理　　日　　誌

令和 　　　年　　　月　　　日

業　　　　務　　　　内　　　　容

守
衛
業
務

ℓ

ℓ

ℓ

ℓ

重
油
受
払

前日からの繰越数量

本日の買入数量

本日の消費数量

翌日への繰越数量



様式４ 

 

業 務 完 了 報 告 書 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 支出負担行為担当官 

   北海道農政事務所長 殿 

 

 

 

住所 

○○株式会社 

代表取締役 ○○ ○○   

 

 

 

 令和  年  月分北見地方合同庁舎庁舎等維持管理業務につきましては、下記の

業務が完了しましたので報告します。 

 

記注 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 「記」以下に該当月に実施した業務名を記入すること。なお、業務名は仕様書「Ⅳ 法定点検業務 ３ 業務内

容」に記載の名称とする。 



様式５ 

 

消  耗  品  受  払  簿 

 

 品名  

 

月  日 受 払 残 備    考 

月  日     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

【別紙】 



 

様式６ 

 

みどりチェック実施状況報告書 

 

事業名  

事業者名  

担当者・連絡先  

 

以下のア～カの取組について、実施状況を報告します。 

 

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討

する（もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携す

る）。 

☐ ☐ 

・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガス

の過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施

している。 

☐ ☐ 

・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用

して（農薬の使用基準等を遵守して）作られたものを調達するこ

とに努めている。 

☐ ☐ 

・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調

達することに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 



 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーにつ

いて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の

記録に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な

照明の消灯やエンジン停止に努めている。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準と

なる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適

切な温度管理に努めている。 

☐ ☐ 

・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できる

よう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 
☐ ☐ 

・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該当」）、

その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                   ） 

 

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・臭気が発生する可能性がある機械・設備（食品残さの処理や堆肥

製造等）を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的

に点検を行う。 

☐ ☐ 

・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに

努めている。 
☐ ☐ 

・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に

清掃を行うことに努めている。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由

（                                  ） 

 



エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

 

具体的な事項 

実施

した

／努

めた 

左記

非該

当 

・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙な

どの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 
☐ ☐ 

・資源のリサイクルに努めている（リサイクル事業者に委託するこ

とも可）。 
☐ ☐ 

・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に

従って適切に実施している。  
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう

努めている。 
☐ ☐ 

・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう

努めている。 
☐ ☐ 

・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関

連する法令等に適合したものを使用する。 
☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 



 

具体的な事項 

実施し

た／努

めた 

左記

非該

当 

・「環境配慮のチェック・要件化（みどりチェック）チェックシー

ト解説書 －民間事業者・自治体等編－」にある記載内容を了知

し、関係する事項について取り組むよう努める。 

☐ ☐ 

・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、も

しくは、策定を検討する。 
☐ ☐ 

・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、

もしくは、実施を検討する。 
☐ ☐ 

・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュ

アル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努

めている。 

☐ ☐ 

・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定

期的な点検や補修などに努めている。 
☐ ☐ 

・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安

全に作業を行えるスペースを確保する。 
☐ ☐ 

・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐ 

・その他（                       ）   

・上記で「実施した／努めた」に一つもチェックが入らず（全て「左記非該

当」）、その他の取組も行っていない場合は、その理由 

（                                  ） 

 

 

 

 



倉庫

共用

共用

電　気　室 （職業相談部門） 職安

共用

共用 専用玄関

ＷＣ （女）
ＷＣ （ 男 ）

機　械　室

書庫

共用

第３共用会議室

農政

防災用品

倉庫

共用

北見公共職業安定所
ＷＣ （男） ＷＣ （身障）

配　管
湯沸室

（専用援助部門）
ＷＣ （ 女 ）

設　備

財務 職安 職安 （雇用保険課） 職安

Ｗ　Ｃ

北　見　地　方　合　同　庁　舎　　　（ １ 階 平面図 ）

ＥＶ機械室

倉　　庫 情報公開室 選 考 会 議 室 物　置 書　　　　庫 通信機械室

Ｅ　Ｖ

ロッカー室

玄関ホール

（身障）

守衛室

共用

農政



労基

書　　　　庫

第１聴取室 労基 労基 職安 職安 職安

労基

署　長　室 物　品　庫 所　長　室 休　憩　室

第２共用会議室

労基 共用

印刷室

（事業所部門）

設　備

事　務　室
ＷＣ（男）

職安 職安

ＷＣ（女）
ＯＣＲ室

労基 配　管
湯沸室

庶務課

労基 労基 労基 財務

Ｅ　Ｖ

第２聴取室 更衣室 第２書庫 書庫

労基 労基 共用 ２階中央ホール 労基 共用

第3書庫 小会議室 第１共用会議室 第１書庫 休養室

北　見　地　方　合　同　庁　舎　　　（ ２ 階 平面図 ）



財務

Ｅ　Ｖ

所長室

事　務　室
ＷＣ（女）

事　務　室

財　務 農政

ＷＣ（男）

配　管
湯沸室

設　備

農政 農政 農政 農政 農政

ロッカー室

農政 農政 財務 農政 農政

ロッカー室 資　料　室 図書室 図　書　室 応待室１

北　見　地　方　合　同　庁　舎　　　（ ３ 階 平面図 ）

用 品 庫 応待室２ 地方参事官室 応待室３



【別図１－照明設備】

（図中白抜き部はLED化済、表中メーカー名”－”での記載は不明を示す。）
階数 所管 室名 メーカー 品番又は公共型番 蛍光管 本数

ＥＶ機械室 東芝 K0-I40+FPR1-402 FLR40 3
機械室 パナソニック FSA41038FVPN9 FHF32 9
電気室 パナソニック FSA41230FVP-RRX FHF32 7

ロッカー室 東芝 FRS15F1-321PHH FHF32 1
倉庫 東芝 FRS2-321PH FHF32 2

選考会議室 パナソニック FRS18-322 FHF32 12
パナソニック FRS18-322 FHF32 82

東芝 FHR42848-PH9 FHF32 2
東芝 FT42306-PM9 FHF32 2

書庫 パナソニック FRS18-322 FHF32 8
通信機械室 パナソニック FSS9-322 FHF32 4

ＷＣ（男） パナソニック FSS9-321 FHF32 1
ＷＣ（女） パナソニック FSS9-161 FHF16 1

ＷＣ（身障） パナソニック FSS9-162 FHF16 2

朝

夕

作
業
内
容

職安

共用

農政

１階

・7：00廊下、階段の照明点灯及び不点灯部分の確認。(人感センサーによる点灯)

・17：45廊下、階段の照明消灯。

事務室

ロッカー室

倉庫

共用

共用 共用

ＷＣ （ 女 ）
設　備

電　気　室 （職業相談部門） 職安

ＷＣ （女）
ＷＣ （ 男 ）

機　械　室

共用 専用玄関

北見公共職業安定所
ＷＣ （男） ＷＣ （身障）

書庫

（身障）

書　　　　庫 通信機械室

ＥＶ機械室

倉　　庫

（雇用保険課） 職安

Ｅ　Ｖ 玄関ホール

農政 財務 職安 職安

防災用品

倉庫

（専用援助部門）

共用

第３共用会議室

共用

守衛室

共用

配　管
湯沸室

農政

情報公開室 選 考 会 議 室 物　置

Ｗ　Ｃ

 １ 階 平面図

ロッカー室

倉庫

共用

共用 共用

ＷＣ （ 女 ）
設　備

電　気　室 （職業相談部門） 職安

ＷＣ （女）
ＷＣ （ 男 ）

機　械　室

共用 専用玄関

北見公共職業安定所
ＷＣ （男） ＷＣ （身障）

書庫

（身障）

書　　　　庫 通信機械室

ＥＶ機械室

倉　　庫

（雇用保険課） 職安

Ｅ　Ｖ 玄関ホール

農政 財務 職安 職安

防災用品

倉庫

（専用援助部門）

共用

第３共用会議室

共用

守衛室

共用

配　管
湯沸室

農政

情報公開室 選 考 会 議 室 物　置

Ｗ　Ｃ

 １ 階 平面図



【別図１－照明設備】

階数 所管 室名 メーカー 品番又は公共型番 蛍光管 本数

第１共用会議室 パナソニック FRS18-322PX FHF32 30

第２共用会議室 東芝 FRS15L5-322PH FHF32 24
休養室 東芝 FRF2-205 FL20 10

パナソニック FRS18-322 FHF32 12
パナソニック ＦSS9-322 FHF32 2

所長室 パナソニック FRS18-322 FHF32 8
パナソニック FRS18-322 FHF32 16

東芝 FHT-42780N-PH9 FHF32 12
東芝 FHT-4204-PA9 FHF32 4

休憩室 パナソニック FRS18-322 FHF32 8
書庫他 東芝 FHT-42107-PH9 FHF32 8

作
業
内
容

朝

夕

職安

共用

２階

・7：00廊下、階段の照明点灯及び不点灯部分の確認。(人感センサーによる点灯)

・17：45廊下(中央ホールより半分、職安側)、階段の照明消灯。

庶務課

事業所部門

財務

書　　　　庫

労基 労基

労基 職安 職安 職安

職安 第２共用会議室

共用

第１聴取室 労基

労基

ＷＣ（男）
職安

労基 労基 共用 ２階中央ホール 労基 共用

物　品　庫 所　長　室 休　憩　室

庶務課

労基

印刷室

（事業所部門）

設　備

事　務　室

第3書庫 小会議室 第１共用会議室 第１書庫 休養室 第２聴取室 更衣室 第２書庫

 ２ 階 平面図

書庫

労基

Ｅ　Ｖ

ＷＣ（女）
ＯＣＲ室

労基 配　管
湯沸室

署　長　室

労基



【別図１－照明設備】

階数 所管 室名 メーカー 品番又は公共型番 蛍光管 本数
事務室 パナソニック FSA42750APX9 FHF32 100

ロッカー室 パナソニック FSA42001FVPH9-RRX FHF32 4
資料室 パナソニック FSA42750APX9 FHF32 20
図書室 - FSS9-401 FLR40 8
応待室1 - FRS18L1V3-403 FLR40 9
応待室2 東芝 FRS15F1-322PH FHF32 4
用品庫 東芝 FSR2-321PH FHF32 2

ロッカー室 パナソニック FSA42001FVPH9-RRX FHF32 12
- - 75Ｗ　丸型 2
- - 100Ｗ　丸型 4
- - IL40・60 14

車庫 松下電器 FH41290 FL40 32
受水槽室 松下電器 FSR2-321-PH FHF32 3
調整室 松下電器 FH41290 FL40 4
機械室 松下電器 FH41290 FL40 2

３階 農政

作
業
内
容

朝

夕

屋上 共用

共用

農政
屋外

電気室

・7：00廊下、階段の照明点灯及び不点灯部分の確認。(人感センサーによる点灯)

・17：45、階段の照明消灯。

図面庫 図書室 図　書　室 応待室１ 用 品 庫 応待室２ 地方参事官室 応待室３ ロッカー室

事　務　室

農政

財務

事　務　室

所長室

ＷＣ（女）
財　務

ＷＣ（男）

配　管
湯沸室

設　備

農政 農政

 ３ 階 平面図

農政 農政 農政 農政 農政農政財務 財務 農政

ロッカー室 資　料　室

Ｅ　Ｖ

図面庫 図書室 図　書　室 応待室１ 用 品 庫 応待室２ 地方参事官室 応待室３ ロッカー室

事　務　室

農政

財務

事　務　室

所長室

ＷＣ（女）
財　務

ＷＣ（男）

配　管
湯沸室

設　備

農政 農政

 ３ 階 平面図

農政 農政 農政 農政 農政農政財務 財務 農政

ロッカー室 資　料　室

Ｅ　Ｖ



【別図２－暖房設備等】

北側 PU-2003AS NF1562-1121 2008年8月 211kw 14,760m3/h Ａ重油 25.9ℓ/h

南側 PU-3003A NF1576-1301 2022年9月 349kw 22,140m3/h Ａ重油 38.9ℓ/h

北側

南側

・毎日3回（9・13・15時）室温確認（各事務室内温度計）をし、火力調整。

・毎日空調機の点検（熱風炉本体及び操作盤）、検査及び煙道の清掃（年1回10月）。

・重油残量の確認。2,000ℓを切ったら管理庁への発注依頼。

・エアーフィルターの洗浄・交換（2週間に1回）

1回に使用する枚数は32枚。96枚保有しているためローテーションで交換。

・重油タンクの水抜及び油ゲージ等の清掃（3ヶ月に１回）

雑巾による清掃

・送風機モーターの注油（2ヶ月に１回）

・重油配管桝の水抜き（毎月）

操作方法
（日常）

チューブグリスを使用。（グリス残量が少なくなったら管理庁へ発注依頼。）

「揚水ポンプ」による水抜き。

操作方法
（定期）

温風暖房機 ネポン

機器名称

・操作盤により毎日7：30点火、17：00消火。（土日は除く。年末年始は相談の上稼動。）

系統 型式

送風機 床置形・両吸込

系統 型式

機器名称 メーカー 製品番号 製造年月日 定格出力 風量 燃料 燃料消費量

ＷＣ （男） ＷＣ （身障）

湯沸室 ＷＣ （ 女 ）

倉庫

 １ 階 平面図

ＥＶ機械室 物　置

書　　　　庫 通信機械室

Ｅ　Ｖ ロッカー室

職安

倉庫

守衛室

防災用品

倉　　庫 情報公開室 選 考 会 議 室

農政 財務 職安

Ｗ　Ｃ

共用 （雇用保険課） 職安

玄関ホール

北見公共職業安定所

農政 （身障）
共用

共用

第３共用会議室

共用

配　管 （専用援助部門）

設　備
書庫

ＷＣ （女）
ＷＣ （ 男 ）

機　械　室

共用 専用玄関

職安

共用

電　気　室 （職業相談部門）

共用



【別図２－暖房設備等】

【煙道清掃に使用する清掃用具】

【暖房機・北側】 【操作盤】

【操作盤】【暖房機・南側】

【送風機】 【送風機内部】



【別図３－貯水槽・揚水ポンプ等】

機器名 メーカー 製造年月日

受水槽 三菱樹脂インフラテック 2017年

揚水ポンプ 川本製作所 2017年

斜流送風機 荏原製作所 -

壁掛パネル型電気ヒーター トヨホク -

消火用充水タンク 八条工業 -

高架水槽 三菱樹脂インフラテック 2017年

・受水槽の点検

　　　受水槽内の水量、揚水モーターの稼動、水漏れがないか（床の確認）

設置場所 仕様

GSH型 9.0m3

GE 405M2ME0.75

GSJ型 1.6m3

EP45T

2LFM25.08S

操作方法
（日常）

TF-200

屋外 受水槽室

４階 屋上電気室

庁舎、駐車場等配置図

植

栽

道

路

植

駐

車 栽

場

軽油地下タンク

重油地下タンク
受水槽室 植　　　栽

道　　　　路　（青葉通り）

合　同　庁　舎 玄

関 関

栽

駐　車　場

玄

栽

植

（

北
四
条
通
側
）

庫

中央玄関

栽

車 植 植

駐　車　場



【別図３－貯水槽・揚水ポンプ等】

【電気ヒーター】 【充水タンク】

【高架水槽】 【配電盤】

【受水槽・２基】 　　　　　　　【揚水ポンプ・電気ヒーター】

　　　　　　　　　【配電盤】 【送風機】



【別図４－電気設備ほか】

メーカー 型式 製造番号

ＦＳ-1 Ｐ09753991

ＦＥ-1 Ｐ09753992

   目視、異常音がないかの確認。

　　アルカリ洗剤による洗浄。（請負者負担）

　　１枚交換。予備２枚でのローテーション。

　　アルカリ洗剤による洗浄。（請負者負担）

　　１枚交換。予備２枚でのローテーション。

設備名称

・電気室フィルターの洗浄（6ヶ月に1回）

・電気室エアーフィルターの交換（6ヶ月に1回）

・エレベーター動力室フィルターの洗浄（6ヶ月に1回）

・エレベーター動力室エアーフィルターの交換（6ヶ月に1回）

斜流送風機 荏原テクサーブ

ＣＢ形　屋内用
中山技術コンサル

タント㈱
45210214Ｑ0

操作方法
（定期）

・電気室の点検

製造年月日

ＡＰ130Ａ 3YL0153

2010年1月

-

-

2003年9月

【全景】   【蓄電池設備】【防災用自家発電装置】  

蓄電池 （株）ＧＳユアサ MSE-50-12 -

ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰ
ｼｽﾃﾑ㈱

キュービクル式
直流電源装置

防災用
自家発電装置

倉庫

 １ 階 平面図

ＥＶ機械室

書　　　　庫 通信機械室

農政 財務 職安 職安 （雇用保険課） 職安守衛室

防災用品

倉庫

共用

共用

倉　　庫 情報公開室 選 考 会 議 室 物　置

Ｗ　Ｃ

農政 （身障）

共用

書庫

共用

Ｅ　Ｖ

ロッカー室

ＷＣ （ 男 ）

機　械　室

共用 専用玄関

ＷＣ （身障）

配　管
湯沸室

（専用援助部門）
ＷＣ （ 女 ）

設　備

北見公共職業安定所

玄関ホール

ＷＣ （女）

職安

共用

電　気　室 （職業相談部門）

共用

第３共用会議室

ＷＣ （男）

倉庫

 １ 階 平面図

ＥＶ機械室

書　　　　庫 通信機械室

農政 財務 職安 職安 （雇用保険課） 職安守衛室

防災用品

倉庫

共用

共用

倉　　庫 情報公開室 選 考 会 議 室 物　置

Ｗ　Ｃ

農政 （身障）

共用

書庫

共用

Ｅ　Ｖ

ロッカー室

ＷＣ （ 男 ）

機　械　室

共用 専用玄関

ＷＣ （身障）

配　管
湯沸室

（専用援助部門）
ＷＣ （ 女 ）

設　備

北見公共職業安定所

玄関ホール

ＷＣ （女）

職安

共用

電　気　室 （職業相談部門）

共用

第３共用会議室

ＷＣ （男）



【別図４－電気設備ほか】

【蓄電池設備】

【換気制御盤】 　　　　　　【電気室フィルター】

　　【エレベーター動力室フィルター】

【低圧非常電灯動力盤内部】

  【高圧受電盤内部】 【低圧電灯盤内部】

【低圧動力盤内部】

【低圧コンデンサ盤内部】



【別図５－環境整備業務】

・清掃範囲は で塗りつぶされた範囲とする。（以下同様）

・排水溝 使用器具は専用スコップ（合同庁舎消耗品）

・車庫屋上（3箇所）及び庁舎屋上（4箇所）ルーフドレンの手作業による落ち葉等の除去。

      【庁舎屋上ルーフドレン】

           【中央、車庫側玄関脇排水口】

・廃棄物収納室 に各官署職員、清掃作業員が置いていくゴミが種類ごとに置かれているか確認。

・産業廃棄物（蛍光管・オイル等）は機械室に集めておき、溜まったら監督職員に廃棄依頼を行う。

【車庫屋上ルーフドレン】

【廃棄物収納室】

清　掃

【機械室蛍光管等】

【敷地内排水溝用スコップ】

廃棄物

植

栽

道

路

植

駐

車 栽

場

重油地下タンク
受水槽室 植　　　栽

栽

（

北
四
条
通
側
）

庫

中央玄関

玄 合　同　庁　舎 玄

関

植

駐　車　場

道　　　　路　（青葉通り）

植

駐　車　場

栽

関

軽油地下タンク

栽

車 植



【別図５－環境整備業務】

・除草する箇所は 。除草時期は状況を見て、監督職員と協議の上実施する。

・草刈機、除草剤を利用して行う。

・集めた草は一般廃棄物として処理。

・除雪箇所は

・駐車場に除雪車が入ったとき（10～15cm）に行うほか状況を見て実施。

・スノーダンプ、スコップ（合庁消耗品）を利用。

除草

【草刈機】

除　雪

植

栽

道

路

植

駐

車 栽

場

植

駐　車　場

軽油地下タンク

植

栽 栽

関 関

道　　　　路　（青葉通り）

植

駐　車　場

栽

車

重油地下タンク
受水槽室 植　　　栽

（

北
四
条
通
側
）

庫

中央玄関

玄 合　同　庁　舎 玄



【別図５－環境整備業務】

・職員（蛍光管）、庁舎清掃員（トイレットペーパー等）より払出依頼があった際に、消耗品収納室より払出す

とともに払出簿に記入する。

・払出簿の状況を見て監督職員へ購入依頼をする。

【消耗品収納室】

衛生消耗品交換

倉庫

共用
共用

ＷＣ （ 女 ）

設　備

防災用品

倉庫

共用

電　気　室 （職業相談部門）

ＷＣ （女）

職安

玄関ホール 共用

ＷＣ （ 男 ）

共用 専用玄関

ＷＣ （身障）

共用

ＷＣ （男）

書庫

共用

第３共用会議室

北見公共職業安定所

機　械　室

配　管
湯沸室

（専用援助部門）

 １ 階 平面図

ＥＶ機械室

倉　　庫 情報公開室

Ｗ　Ｃ

農政 （身障）

職安

選 考 会 議 室 物　置 書　　　　庫 通信機械室

職安 （雇用保険課） 職安守衛室農政 財務

Ｅ　Ｖ

ロッカー室



【別表１－排水管清掃】

実 施 場 所

５０Ａ ８ｍ

１００Ａ ９ｍ

８０Ａ ９ｍ

１００Ａ ９ｍ

１５０Ａ ７９ｍ

２００Ａ ６８ｍ

４０Ａ ７８ｍ

５０Ａ １６ｍ

６５Ａ ３８ｍ

７５Ａ １７ｍ

８０Ａ ４２ｍ

１００Ａ ３７ｍ

大 便 器 （ 含 む 枝 管 ） １３箇所

小 便 器 （ 含 む 枝 管 ） ９箇所

流 し ・ 手 洗 い ２３箇所

※ 北見地方合同庁舎内の専用・共用部分共通

                                       

屋 外 排 汚 水 管

屋 内 排 汚 水 管

排　汚　水　設　備　清　掃　業　務

排汚水管等の数量

配管寸法 数　量

車 庫 排 水

車 庫 屋 内 排 水 管



【別図６－排水管清掃（屋外）】

植

栽

道

路

駐 植

車
栽

場

植

道　　　　路　（青葉通り）

駐　車　場
栽

庫

中央玄関

車

植 植
駐　車　場

栽 栽

重油地下タンク
受水槽室 植　　　栽

合　同　庁　舎

（

北
四
条
通
側
）

軽油地下タンク



【別表２－排水管清掃】

１　階 ２　階 ３　階 合　計

大 便 器 1 1 2 4

小 便 器 2 2 3 7

手 洗 い 2 1 2 5

掃除用洗い場 1 1 2

大 便 器 1 3 1 5

手 洗 い 1 2 2 5

掃除用洗い場 1 1

大 便 器 1 1

洗 面 器 1 1

手 洗 い 1 1

湯 沸 室 流 し 台 1 1 1 3

労働基準監督署（署長室） 手 洗 い 1 1

農 政 事 務 所 （ ロ ッ カ ー 室 ） 排 水 管 1 1

農政事務所（地方参事官室） 手 洗 い 1 1

大 便 器 1 1

小 便 器 2 2

手 洗 い 1 1

掃除用洗い場 1 1

大 便 器 1 1

手 洗 い 1 1

大 便 器 1 1

手 洗 い 1 1

職業安定所

専 用 ト イ レ

ト イ レ 男 子

ト イ レ 女 子

身 障 者 用 ト イ レ

排　汚　水　設　備　清　掃　業　務

実　　施　　場　　所　　一　　覧
（箇所数）

ト イ レ 男 子

ト イ レ 女 子

身 障 者 用 ト イ レ

共用部分

及び

専用部分



【別図７－排水管清掃（１階）】

（身障）

ＷＣ （身障）

ＷＣ （ 女 ）

ＷＣ （女） ＷＣ （ 男 ）

倉庫

流し・手洗い 大便器 小便器

書庫

共用

設　備

第３共用会議室

共用

物収納室 共用

専用玄関

産業廃棄 職安

共用

守衛室

共用 防災用品

倉庫

共用

電　気　室 （職業相談部門）

書　　　　庫

（雇用保険課）

機　械　室

共用

北見公共職業安定所

(366.68㎡)

配　管 湯沸室 （事業所部門）

農政

ロッカー室 Ｗ　Ｃ

職安

Ｅ　Ｖ 玄関ホール

農政 財務 職安 職安 （雇用保険課）

排　汚　水　設　備　清　掃　業　務　実　施　場　所

北　見　地　方　合　同　庁　舎　　　（ １ 階 平 面 図 ）

ＥＶ機械室

倉庫 情報公開室 選 考 会 議 室 物　置 通信機械室

ＷＣ（男）



【別図７－排水管清掃（２階）】

湯沸室

ＷＣ（男）

流し・手洗い 大便器 小便器

労基

労基

署　長　室 物　品　庫
（所　長　室）

第１聴取室 労基 労基

事　務　室

（事業所部門）
設　備

第２共用会議室

労基
北 見 公 共 職 業 安 定 所

共用

印刷室

ＯＣＲ室

労基 配　管
（庶　務　課）

Ｅ　Ｖ

共用 労基 労基 労基 財務労基 労基 共用 ２階中央ホール 労基

排　汚　水　設　備　清　掃　業　務　実　施　場　所

北　見　地　方　合　同　庁　舎　　　（ ２ 階 平 面 図 ）

第3書庫 小会議室 第１共用会議室 第１書庫 休養室 第２聴取室 更衣室 第２書庫 書庫

ＷＣ（女）



【別図７－排水管清掃（３階）】

湯沸室

ＷＣ（女）

流し・手洗い 大便器 小便器 排水管

所長室

財務

設　備

事務室 事　務　室

財務 農政

財務 農政 農政 農政

配　管

農政 農政 農政 農政

Ｅ　Ｖ

農政 農政

排　汚　水　設　備　清　掃　業　務　実　施　場　所

北　見　地　方　合　同　庁　舎　　　（ ３ 階 平 面 図 ）

ロッカー室 資　料　室 図書室・図面庫 図　書　室 応 待 室 用 品 庫 応 待 室 地方参事官室 応 待 室 ロッカー室

ＷＣ（男）



【別表３－ねずみ・昆虫等防除】

（単位：㎡）

面　　　　積

ト イ レ （ 男 子 用 ） 9.6

ト イ レ （ 女 子 用 ） 4.8

ト イ レ （ 身 障 者 用 ） 6.0

職 安 ト イ レ （ 男 子 用 ） 9.0

職 安 ト イ レ （ 女 子 用 ） 5.0

職 安 ト イ レ （ 身 障 者 用 ） 5.0

湯 沸 室 3.6

ロ ッ カ ー 室 5.6

機 械 室 128.7

計 177.3

ト イ レ （ 男 子 用 ） 6.3

ト イ レ （ 女 子 用 ） 12.6

湯 沸 室 5.4

計 24.3

ト イ レ （ 男 子 用 ） 12.6

ト イ レ （ 女 子 用 ） 6.3

湯 沸 室 5.4

計 24.3

225.9合　　　　　　　　　　　計

ねずみ・昆虫等防除業務

実　施　場　所　及　び　面　積

実　　　　施　　　　場　　　　所

２　　　階

３　　　階

１　　　階



【別図８－ねずみ・昆虫等防除（１階）】

倉庫

共用

書庫

共用

第３共用会議室

共用

共用

電　気　室 （職業相談部門） 職安

ＷＣ （女）

共用 専用玄関

北見公共職業安定所
ＷＣ （男） ＷＣ （身障）

配　管
湯沸室

（専用援助部門）
ＷＣ （ 女 ）

設　備

ＷＣ （ 男 ）

機　械　室

倉庫

共用

玄関ホール

Ｗ　Ｃ

農政 （身障）

Ｅ　Ｖ

ロッカー室

書　　　　庫 通信機械室

農政 財務 職安 職安 （雇用保険課） 職安

守衛室

共用 防災用品

倉　　庫 情報公開室 選 考 会 議 室 物　置

ね　ず　み　・　昆　虫　等　防　除　業　務　実　施　場　所

北　見　地　方　合　同　庁　舎　　　（ １ 階 平 面 図 ）

ＥＶ機械室



【別図８－ねずみ・昆虫等防除（２階）】

労基

書　　　　庫

第１聴取室 労基 労基 職安 職安 職安
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